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議   題  １ ９月定例会の運営について  

 

午前９時２９分  開会  

 

○委員長【長嶋一樹議員】   おはようございます。ただいまから議会運営委員

会を開会いたします。  

 ここで、議長から御挨拶をお願いいたします。  

○議長【大垣真一議員】   皆さん、おはようございます。まだ暑い日が９月ま

で続くと言われていますが、体調に気をつけていただき、また９月定例会もどう

ぞよろしくお願いいたします。  

 以上です。  

○委員長【長嶋一樹議員】   それでは、教育長に御出席いただいておりますの

で、御挨拶及び執行者側の説明をお願いいたします。  

○教育長【宮村進一】  おはようございます。この９月定例会におきましては、

決算議案のほか様々な案件がございます。どうぞよろしくお願いいたします。  

 本日、私からは市長提出議案のうち、人事案件につきまして御説明を申し上げ

ます。  

 議案書の５３ページを御覧ください。  

○議案第６４号  伊勢原市教育委員会委員の任命について  

 教育委員会委員につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

４条第２項の規定によりまして、「委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を

有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有するもののうち

から、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する」こととされておりま

して、その人数は４名、また、その任期は４年とされております。  

 今回、令和３年１０月から御尽力をいただいております福田雅宏委員の任期が

令和７年９月３０日をもって満了となりますが、引き続き福田氏を教育委員会委

員として任命いたしたいので、提案するものでございます。  

 福田氏は、これまで小中学校のＰＴＡ会長、また、伊勢原市ＰＴＡ連絡協議会

の会長を歴任され、こうした豊富な御経験や御見識を教育環境の充実に向け、生

かしていただいてきたところでございます。本定例会で議会の皆様の御同意を得

られましたならば、福田氏には今後も御尽力いただきたいと考えております。  

 以上で本定例会に提出いたします人事案件につきましての説明を終了させてい

ただきます。御理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

 以上です。  

○委員長【長嶋一樹議員】   ただいま教育長から説明がありました内容につい

て、質疑等があればお伺いします。（「なし」の声あり）  

 それでは、ここで教育長は所用がありますので、退席いただきます。  

 

          〔教育長（宮村進一）退席〕  



2 

○委員長【長嶋一樹議員】   引き続き、総務部長から説明をお願いします。  

○総務部長【杉山秀久】   それでは、引き続きまして、私から人事案件以外の

議案等につきまして御説明申し上げます。人事案件以外の議案等は、決算認定議

案が６件、条例議案が７件、補正予算議案が２件、報告案件が７件の合計２２件

でございます。  

 初めに、決算の認定６議案につきまして御説明申し上げます。伊勢原市一般会

計特別会計歳入歳出決算書をお開きいただきまして、６ページ、７ページを御覧

ください。  

 令和６年度におけます一般会計及び４つの特別会計の最終予算現額は、６２６

億７４１５万６０００円となりました。これは、当初予算額５７８億６３００万

円に、補正予算及び令和５年度からの繰越事業費を加えたことによるものです。  

続きまして、収入済額は６０６億９８０６万９４９６円で、前年度と比べ

５．１％増加しております。また、予算現額に対する収入率は９６．８％となり、

前年度と比べ０．２ポイント上昇してございます。  

続きまして、支出済額は５７８億９０１２万３８７８円で、前年度と比べ  

４．３％増加してございます。また、予算現額に対する執行率は９２．４％とな

り、前年度と比べ０．４ポイント低下しております。  

 そして、収支差引額は２８億７９４万５６１８円で、翌年度への繰越額は２５

億１４３８万６８７４円となっております。  

 なお、令和６年度の主な事業の成果につきましては、決算の説明資料として配

付しております主要な施策の成果に関する説明書に記載しておりますので、後ほ

ど御確認をお願いし、この場での説明は割愛させていただきたいと存じます。  

 では、各会計別に御説明いたします。  

 １１ページを御覧ください。  

○議案第４９号  令和６年度伊勢原市一般会計歳入歳出決算の認定について  

 初めに、歳入です。１６ページ、１７ページを御覧ください。歳入合計の収入

済額は４０８億６１０２万１２５６円で、前年度と比べ７．６％増加しておりま

す。また、予算現額に対する収入率は９６．５％です。  

 次に、歳出です。２０ページ、２１ページを御覧ください。歳出合計の支出済

額は３８４億６０６４万６８８２円で、前年度と比べ６．３％増加しています。

また、予算現額に対する執行率は９０．８％です。  

 なお、普通会計ベースの財政指標等につきましては行政資料に決算状況指数表

などを掲載しておりますので、後ほど御確認をお願いし、この場での説明は割愛

させていただきたいと存じます。  

 続きまして、各特別会計について御説明いたします。２５ページを御覧くださ

い。  

○議案第５０号  令和６年度伊勢原市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の  

        認定について  

 初めに、歳入です。２６ページ、２７ページを御覧ください。歳入合計の収入
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済額は９３億４２０９万４７７９円で、前年度と比べ３．４％減少しています。

また、予算現額に対する収入率は９５．８％です。  

 次に、歳出です。２８ページ、２９ページを御覧ください。歳出合計の支出済

額は９２億５３７５万８６０５円で、前年度と比べ３％減少しております。また、

予算現額に対する執行率は９４．９％でございます。  

 続きまして、３３ページを御覧ください。  

○議案第５１号  令和６年度伊勢原市用地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定  

        について  

 初めに、歳入です。３４ページ、３５ページを御覧ください。歳入合計の収入

済額は１億２１５２万６８１５円で、前年度と比べ０．１％減少しています。ま

た、予算現額に対する収入率は９９．６％です。  

 次に、歳出です。３６ページ、３７ページを御覧ください。歳出合計の支出済

額は１億２１５２万６８１５円で、前年度と比べ０．１％減少しております。ま

た、予算現額に対する執行率は９９．６％です。  

 続きまして、４１ページを御覧ください。  

○議案第５２号  令和６年度伊勢原市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定  

        について  

 初めに、歳入です。４２ページ、４３ページを御覧ください。歳入合計の収入

済額は８５億７４７９万７４４６円で、前年度と比べ２．２％増加しております。

また、予算現額に対する収入率は９９．２％です。  

 次に、歳出です。４４ページ、４５ページを御覧ください。歳出合計の支出済

額は８２億６００１万８２１６円で、前年度と比べ２．３％増加しております。

また、予算現額に対する執行率は９５．６％です。  

 続きまして、４９ページを御覧ください。  

○議案第５３号  令和６年度伊勢原市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算  

        の認定について  

 初めに、歳入です。５０ページ、５１ページを御覧ください。歳入合計の収入

済額は１７億９８６２万９２００円で、前年度と比べ１３％増加しています。ま

た、予算現額に対する収入率は９８．８％でございます。  

 次に、歳出です。５２ページ、５３ページを御覧ください。歳出合計の支出済

額は１７億９４１７万３３６０円で、前年度と比べ１２．８％増加しております。

また、予算現額に対する執行率は９８．６％です。  

 次に、伊勢原市公共下水道事業会計決算書をお開きいただきまして、７ページ

を御覧ください。  

○議案第５４号  令和６年度伊勢原市公共下水道事業会計決算の認定について  

 ８ページ、９ページを御覧ください。初めに、収益的収入及び支出でございま

す。上段の収入の表における第１款下水道事業収益の決算額は３４億３３００万

１６１２円で、予算現額に対する執行率は１００．６％です。  

 続きまして、下段の支出の表における第１款下水道事業費用の決算額は３２億
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２４１６万１１９３円で、予算現額に対する執行率は９６．２％です。  

 次に、１０ページ、１１ページを御覧ください。資本的収入及び支出でござい

ます。上段の収入の表におけます第１款資本的収入の決算額は１８億９６４８万

３０６０円で、予算現額に対する収入率は６６．７％でございます。  

 下段の支出の表における第１款資本的支出の決算額は２６億１０１２万１６３

０円で、予算現額に対する執行率は７２．２％です。  

 なお、６億５８８９万３０００円は、翌年度に建設改良費として繰越しいたし

ます。  

 以上、決算の認定議案６件につきましては地方自治法第２３３条第３項、地方

公営企業法第３０条第４項の規定に基づいて監査委員の意見を付しまして認定を

お願いするものでございます。  

 次に、条例７議案につきまして御説明申し上げます。議案書をお開きいただき

まして、７ページを御覧ください。  

○議案第５５号  伊勢原市空家等の適切な管理に関する条例の制定について  

 空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、市民の安全で安心

な暮らしの確保及び良好な生活環境の保全を図るため、提案するものでございま

す。  

 ８ページ、９ページに新規条例案を掲載しておりますので、御確認くださるよ

うお願いします。  

 次に、１１ページを御覧ください。  

○議案第５６号  伊勢原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の  

        利用等に関する条例の一部を改正する条例について  

 地方公共団体情報システムの標準化に伴う住登外者宛名番号管理機能に関する

事務について、新たに個人番号の利用に係る事務に追加するとともに、特定個人

情報の提供に関する規定を整理するため、提案するものでございます。  

 １２ページから１４ページまでに改正条例案、１５ページから１８ページまで

に新旧対照表を掲載しておりますので、御確認くださるようお願いします。  

 次に、１９ページを御覧ください。  

○議案第５７号  伊勢原市附属機関に関する条例の一部を改正する条例について  

 不適正な事務処理等の原因究明及び再発防止に関する事項を担任する第三者委

員会及び市民文化会館施設改修事業に係る事業者選定に関する事項を担任する市

民文化会館施設改修事業者選定委員会を附属機関として設置するため、提案する

ものです。  

 ２０ページ、２１ページに改正条例案、２２ページ、２３ページに新旧対照表

を掲載しておりますので、御確認くださるようお願いします。  

 次に、２５ページを御覧ください。  

○議案第５８号  伊勢原市特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に  

        について  

 本市の厳しい財政状況を勘案し、特別職員の給料について減額措置を講ずるた
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め、提案するものです。  

 ２６ページに改正条例案、２７ページに新旧対照表を掲載しておりますので、

御確認くださるようお願いします。  

 次に、２９ページを御覧ください。  

○議案第５９号  伊勢原市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例  

        について  

 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正を踏まえまして、部分休業制

度の拡充に係る規定を整備するため、提案するものです。  

 ３０ページから３２ページまでに改正条例案、３３ページから３７ページまで

に新旧対照表を掲載しておりますので、御確認くださるようお願いします。  

 次に、３９ページを御覧ください。  

○議案第６０号  伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す  

        る条例について  

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の

一部改正を踏まえ、仕事と育児の両立支援制度の利用に関する職員の意向確認の

ための措置等に係る規定を整備するため、提案するものです。  

 ４０ページ、４１ページに改正条例案、４２ページから４６ページまでに新旧

対照表を掲載しておりますので、御確認くださるようお願いします。  

 次に、４７ページを御覧ください。  

○議案第６１号  伊勢原市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生  

        的な飲料水の確保に関する条例の一部を改正する条例について  

 国の水道法施行規則の一部改正に伴い、小規模水道における水質の検査及び小

規模受水槽水道における水槽の清掃等の実施頻度に係る規定を改正するほか、所

要の改正を行うため、提案するものです。  

 ４８ページに改正条例案、４９ページから５２ページまでに新旧対照表を掲載

しておりますので、御確認くださるようお願いします。  

 次に、補正予算２議案につきまして御説明申し上げます。補正予算及び予算説

明書をお開きいただきまして、５ページを御覧ください。  

○議案第６２号  令和７年度伊勢原市一般会計補正予算（第２号）  

 第１条歳入歳出予算の補正といたしまして、既定の予算総額に５６４６万３０

００円を追加し、歳入歳出予算の総額を３９９億８６８０万４０００円とするも

のです。  

 内容につきましては、後ほど歳入と歳出に分けて御説明いたします。  

 それでは、歳入歳出予算の補正について、歳出予算の補正内容から御説明いた

しますので、２２ページ、２３ページを御覧ください。説明欄に沿って御説明い

たします。  

 まず、２款総務費です。コンプライアンス推進事業費計上２６５万３０００円

は、不適正な事務処理等の原因究明及び再発防止に関する事項を担任する第三者

委員会設置に係る委員報酬等を追加するものです。戸籍住民基本台帳管理費追加
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１１４万１０００円は、法改正に伴う在留外国人の在留カードとマイナンバーカ

ードの一体化のため、窓口における転入手続などに使用するパソコン等の購入を

行うものです。  

 次に、３款民生費です。障害支援区分認定等事務費追加４７６万３０００円は、

障害者自立支援給付に係る制度改正に伴い、システム改修に必要な経費を追加す

るものです。教育・保育推進事業費追加１１１１万９０００円は、物価高騰対応

重点支援地方創生臨時交付金を活用し、給食材料費等の高騰の影響を受けている

民間保育所等に対し、給食の質や量の維持が適切に図られるよう支援を行うもの

です。  

 次に、４款衛生費です。予防接種事業費追加１５５万３０００円は、令和６年

１０月に国へ新型コロナウイルス感染症の予防接種と健康被害の因果関係が否定

できない事案の進達を行い、令和７年７月に国より因果関係を認定するとの通知

があったことから、進達時に請求のあった令和３年１０月から令和６年２月まで

の医療費、医療手当について補正を行うものです。  

 続いて、２４ページ、２５ページを御覧ください。物価高騰対応医療機関支援

事業費計上３２１万６０００円は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を

活用し、物価高騰の影響を受ける医療機関のうち、国の支援対象とならない特別

高圧受電医療機関に対し支援を行うものです。中小企業等省エネ設備導入支援事

業費計上１２００万円は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、

エネルギー価格の高騰の影響を受けている中小企業等が所有する事業所のＬＥＤ

照明や空調設備等について省エネ型設備に更新することを支援するものです。  

 次に、６款商工費です。日本遺産魅力増進事業費計上１３０８万５０００円は、

本市特有の歴史・文化遺産である大山詣りを活用し、地域の魅力を高めるプログ

ラムの造成・商品化及び販路基盤整備のため、伊勢原市日本遺産協議会に資金を

貸し付けるものです。  

 次に、８款消防費です。消防団活動事業費追加９３万３０００円は、新たに採

択された消防団員安全装備品整備事業助成金を活用し、防災用品を購入するもの

です。  

 次に、１２款予備費です。補正額欄を御覧ください。予備費追加６００万円は、

伊勢原球場における銅線盗難に対応する費用等に充用した予備費を補塡し、今後

の災害発生等に備えるものでございます。  

 続きまして、歳入予算の補正内容について御説明いたしますので、１８ページ、

１９ページを御覧ください。説明欄に沿って御説明いたします。  

 まず、１５款国庫支出金です。新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負

担金計上１５５万３０００円は、予防接種事業費の財源です。障害者総合支援事

業費補助金追加２３８万１０００円は、障害支援区分認定等事務費の財源です。

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金追加２９２２万６０００円は、物価高

騰対応重点支援地方創生臨時交付金の交付限度額について追加するもので、今回

補正計上した物価高騰対策事業の財源になります。外国人住民事務市町村交付金
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追加１１４万１０００円は、戸籍住民基本台帳管理費の財源です。  

 次に、１９款繰入金です。財政調整基金繰入金追加８１４万５０００円は、今

回の補正予算により生じる一般財源の不足を調整するものです。  

 続いて、２０ページ、２１ページを御覧ください。次に、２１款諸収入です。

商工費雜入の日本遺産魅力増進事業費貸付金元金収入計上１３０８万５０００円

は、日本遺産魅力増進事業費で貸し付けた資金の返還分です。消防費雑入の消防

団員安全装備品整備等助成金計上９３万２０００円は、消防団活動事業費の財源

です。  

 次に、３３ページを御覧ください。  

○議案第６３号  令和７年度伊勢原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第  

        １号）  

 第１条歳入歳出予算の補正といたしまして、既定の予算総額に５６０万１００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を１９億１６０万１０００円とするものです。

内容につきましては後ほど歳入と歳出に分けて御説明いたします。  

 それでは、歳入歳出予算の補正について、歳出予算の補正内容から御説明いた

しますので、４４ページ、４５ページを御覧ください。説明欄に沿って御説明い

たします。  

 １款総務費です。徴収費追加５６０万１０００円は、後期高齢者医療システム

改修に伴い、必要な経費を追加するものです。  

 続きまして、歳入予算の補正内容について御説明いたしますので、４２ページ、

４３ページを御覧ください。説明欄に沿って御説明いたします。  

 ５款国庫支出金です。子ども・子育て支援事業費補助金計上５６０万１０００

円は、後期高齢者医療システムの改修費用の財源とするものです。  

 以上が補正予算についての説明です。  

 次に、報告案件７件につきまして御説明申し上げます。議案書にお戻りいただ

きまして、５５ページを御覧ください。  

○報告第１１号  令和６年度決算に基づく健全化判断比率の報告について  

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、令和６

年度決算に基づく健全化判断比率につきまして報告するものでございます。  

 ５６ページを御覧ください。健全化判断比率につきまして、実質赤字比率、連

結実質赤字比率ともに赤字が生じていないため、横棒で表示しております。実質

公債費比率は６．７％、将来負担比率は３１．９％となっております。  

 伊勢原市公共下水道事業会計決算書をお開きいただきまして、５１ページを御

覧ください。  

○報告第１２号  令和６年度伊勢原市公共下水道事業会計継続費精算報告書の報  

        告について  

 地方公営企業法施行令第１８条の２第２項の規定により、令和６年度をもって

終了した伊勢原市公共下水道事業会計継続費について精算報告をするものです。

５２ページ、５３ページに伊勢原市公共下水道事業会計継続費精算報告書を掲載
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しておりますので、御確認くださるようお願いします。  

 議案書にお戻りいただきまして、５７ページを御覧ください。  

○報告第１３号  令和６年度伊勢原市公共下水道事業会計決算に基づく資金不足  

        比率の報告について  

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、令和

６年度決算に基づく資金不足比率について報告するものです。  

 ５８ページを御覧ください。資金不足比率につきまして、赤字額が生じていな

いため、横棒で表示しております。  

 次に、５９ページを御覧ください。  

○報告第１４号  専決処分の報告について（伊勢原市家庭的保育事業等の設備及  

        び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例）  

 児童福祉法の一部改正に伴い、伊勢原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例、伊勢原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例及び伊勢原市放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例中に引用する条項を整理する必要が生じたため、

市長の専決事項の指定についてに基づき専決処分いたしましたので、地方自治法

第１８０条第２項の規定により報告するものでございます。  

 ６０ページに専決処分書、６１ページに改正条例、６２ページから６４ページ

までに新旧対照表を掲載しておりますので、御確認くださるようお願いします。  

 次に、６５ページを御覧ください。  

○報告第１５号  専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解）  

 令和７年１月１５日に発生した道路の管理の瑕疵による事故の損害賠償の額の

決定及び和解について専決処分をいたしましたので、地方自治法第１８０条第２

項の規定により報告するものです。  

 事故の概要は６６ページを御覧ください。相手方が道路路肩にある道路側溝の

上を歩行中、側溝蓋の１枚がずれ落ちたことにより、相手方の左足が側溝内に落

ち、左足に損傷を与えたものです。  

 本件事故における過失割合は市側１００％、相手方治療費に係る本市賠償額は

７万３１９９円で、全額が本市加入の保険により補塡されます。  

 次に、６７ページを御覧ください。  

○報告第１６号  専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解）  

 令和７年７月１日に発生した道路の管理の瑕疵による事故の損害賠償の額の決

定及び和解について専決処分をいたしましたので、報告するものです。  

 事故の概要は６８ページを御覧ください。相手方車両が駐車のために路上で切

り返しを行った際、側溝蓋が脱落したことにより、同車両の左前輪が脱輪し、車

両の左前輪ホイール及び左前方下部に損傷を与えたものです。  

 本件事故における過失割合は市側１００％、相手方車両修理費等に係る本市賠

償額は９万７６７０円で、全額が本市加入の保険により補塡されます。  

 次に、６９ページを御覧ください。  
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○報告第１７号  専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解）  

 令和６年１１月１１日に発生しました車両損傷事故の損害賠償の額の決定及び

和解について専決処分をいたしましたので、報告するものです。  

 事故の概要は７０ページを御覧ください。土木部職員が塵芥車で公園に進入す

る際、入口が狭いため、対向車線に大きく膨らんだ上で左折して進入しようとし

たところ、後続の相手方車両は塵芥車が右折するものと考え、そのまま直進した

ため、その後突然左折してきた塵芥車との衝突を回避しようと左にハンドルを切

り、歩道の縁石に乗り上げ、同車両の左前方下部に損傷を与えたものです。  

 本件事故における過失割合は市側１００％、相手方車両修理費等に係る本市賠

償額は８３万３４１３円で、全額が本市加入の保険により補塡されます。  

 以上で、９月定例会に提出いたします議案等についての説明を終了させていた

だきます。  

○委員長【長嶋一樹議員】   ただいま総務部長から説明がありました内容につ

いて質疑等があればお伺いいたします。（「なし」の声あり）以上で執行者側の

議案説明を終了いたします。  

 次に、議会側処理事項を議題とし、事務局から内容を説明します。局長。  

○議会事務局長【佐伯暁美】   それでは、お配りしてございます議会運営委員

会・議会側処理事項（８月２６日）を御覧ください。  

１ 請願・陳情受理状況について  

 陳情が３件提出されております。  

 内容は配付いたしました資料のとおりでございます。  

 議会側処理事項については以上です。  

○委員長【長嶋一樹議員】   次に、議案等の委員会付託についてを議題とし、

事務局から内容を説明します。局長。  

○議会事務局長【佐伯暁美】   正副委員長と協議の上、付託表の案を２枚配付

してございます。１枚目は９月５日分で、先ほど執行者側から説明がありました

市長提出議案第５５号から議案第６４号までの１０件のうち、議案第５５号は産

業建設常任委員会に付託、それ以外の９件については付託省略。陳情３件は、陳

情第１１号及び第１２号については総務常任委員会に付託、陳情第１３号につい

ては教育福祉常任委員会に付託。２枚目は９月１６日分で、議案第４９号から議

案第５４号までの令和６年度各会計決算の認定について、一般会計決算は所管部

分を各常任委員会に分割付託、特別会計決算及び公共下水道事業会計決算につい

ては、所管の各常任委員会に付託でございます。  

 以上でございます。  

○委員長【長嶋一樹議員】   それでは、お諮りいたします。議案等の委員会付

託については、配付した付託表のとおり決定することに御異議ありませんか。  

 

          （「異議あり」の声あり）  
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○委員【川添康大議員】   今回、第１２号の陳情についてなんですけれども、

陳情の取扱いで、多分、議会で決めた事項があると思うんですが、その中で、今

回、特定の個人、団体、人種、民族もしくは宗教を誹謗中傷する、また名誉を毀

損する、信用を失墜させることを目的とするものということについては取り扱わ

ないという事項が入っているんです。今回、陳情の中には、日本共産党に所属す

る地方議員という形で出ているわけです。なので、取扱いとしては、私は、取り

扱うべきものではないと思うんですけれども、いかがでしょうか。  

○委員長【長嶋一樹議員】   今の川添委員の発言に対して、何か。  

○委員【舘大樹議員】  もう１回、ルールを確認してください。  

○委員【川添康大議員】   ルールが幾つかある中で、取り扱わない事項の一つ

に、特定の個人、団体、人種、民族、もしくは宗教を誹謗中傷し、その名誉を毀

損し、または信用を失墜させることを目的とするものという事項がつくったとき

に入っています。前回出たときにつくったんです。それは皆さんにも周知されて

いるはずですし、それに当たるものは取り扱わないという形でもう規定がありま

すので、それに当たるのではないかという意見です。なので、特定の、例えばあ

れは出ていないのであれば、使えるんじゃないかと思いますけれども、今回はも

ろに出ているのでということなんです。  

○委員【山田昌紀議員】   前回の議会運営委員会で、たしか陳情の扱いについ

てはやったと思います。私も、陳情文書を読む限りは、「日本共産党所属の地方

議員」と書いてあるので、これは徹底的に攻撃するような感じもするので、これ

は配付のみでいいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。  

○委員長【長嶋一樹議員】   確かに特定の個人、団体、人種、民族、もしくは

宗教を誹謗中傷し、その名誉を毀損し、または信用失墜させることを目的とする

ものというのは決めたんですよね。  

○委員【山田昌紀議員】   はい。配付でいいんじゃないですか。  

○委員長【長嶋一樹議員】   どうしましょうか。皆さん、御意見ございますか。  

○委員【川添康大議員】   労働組合がこのような特定の団体になるのかどうか

というのもありますけれども、それも今回は入っているので、そういう意味で、

これは基本的に憶測でやられているので、何か、伊勢原市でそういう事実があっ

て、データとしてもちゃんと出ているとかということに基づく取扱いだったらま

だ分かるかもしれないですけれども、それがない中で、なおかつ特定の団体とか

についてのものというのはやっぱりやるべきではないんじゃないかなと思います。  

○委員長【長嶋一樹議員】   ほかの委員で、御意見のある方。  

○委員【舘大樹議員】  今御説明いただいたルールがあって、それに該当する

のかなと私も思いましたので、今回は扱わない、配付のみという形でいかがでし

ょうか。  

 以上です。  

○委員長【長嶋一樹議員】   ほかの方は。 

○委員【安藤玄一議員】   では、私から。正副委員長でこれについては議論し
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ました。我々正副委員長の立場から言うと、基本的には全ての陳情、今までの伊

勢原市議会の流れからすると、皆さんの後に各委員会でやっていただくというの

が基本ラインです。ただ、前回の議運の中で、前回のメンバーの中で、新たに取

り決めたというルールも確かにございますので、ここでは、我々、特に個別に皆

様方に諮るというような立場で臨んだところでございます。そういったところ、

今、御意見が出たので、そこについては皆さん方の御意見を聞いて判断させてい

ただきたいなと副委員長としてはそのように考えますが、いかがでしょうか。  

○委員長【長嶋一樹議員】   決定の仕方だと思うんですけれども、議会運営委

員会の委員としての意見で多数決でいいかなと思うんですが、いかがでしょうか。  

○委員【今野康敏議員】   いいですか。もし今、副委員長が言われたような懸

念があったんだったら、もう少し我々議運の委員にこの陳情文書については事前

に周知していただいてとか、そういう配慮が必要だったと思うんですけれども、

我々は今これを初めて見たわけです、正直言って。余りにも唐突感があるし、こ

の間、陳情が出てからどのぐらいたつんですか。８月２２日に提出されたもので

すね。もう少し丁寧にやったほうがいいと思います。  

○委員長【長嶋一樹議員】   いいですか。基本的にこういうお諮りする場があ

るんですから、当然、この場で意見をもらって……。  

○委員【今野康敏議員】   私が言っているのは、もう少し陳情文書を事前に配

付するとか、議運の委員だけでも、そういう配慮が必要だったんじゃないですか

と問いかけたんです。  

○委員長【長嶋一樹議員】   今までの例はそんなことはなかったですよね。  

○委員【今野康敏議員】   通常の陳情と違うじゃないですか。今、副委員長か

ら、そういう懸念があったのでと副委員長自ら言われたじゃないですか。  

○委員【安藤玄一議員】   よろしいですか。正直言って、今回の件については、

日本共産党だけでなく、労働組合があります。労働組合の推薦を受けている議員

もいますし、多分に個人的な部分も含まれているなと思ったので、ここだけ特別

視するというのも正直言って難しい選択であったというのは事実なんです。だか

ら、これだけを事前に皆様に御協議いただいてくれとなると、今後、全ての事案

について、もしかしてこれは配付のみにしたほうがいいのかなというものについ

ては全て事前に委員の皆さんに提示せざるを得なくなるというのが、今、この委

員の中だったらそれで行けるかもしれない。また委員が替わったりする中で、常

にその選択を正副委員長に求めるのかという部分についてはどうなんですか。  

○委員【今野康敏議員】   いいですか。私が言っているのはそういうことじゃ

なくて、今までは基本的には伊勢原市議会においては、さっき副委員長が冒頭に

言われましたように、基本的には通していたじゃない。通していたというか、委

員会付託の位置づけに持っていっていたじゃないですか。でも、今、川添委員が

言われていたように、前回の議論とかもあって、今に至っているわけですから、

少し昔と取扱いが変わってきていると思います。正直言いまして。だから、単純

明快な陳情と、そうじゃない陳情。読めば大体分かるし。それを一緒くたにして、
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この議運の場に突然、我々、陳情文書を見せられみたいな、そういうプロセスと

いうのはちょっと、私はそうじゃないと思ったので、そういう陳情だからこそ、

委員長、副委員長が言われたように、グレーだなという陳情については、事前に

議運のメンバーにこういう陳情が出ています、事前検討をお願いします、当日、

議運の場で採決をとりたいと思うぐらいな委員長の思いをぶつけていただいて、

事前に。そうしたほうが丁寧さが出てくる。要は、今、これを突然見て、見きれ

たわけじゃないので、採決なんて突然言われても、正直言って困ります。判断を

見誤っちゃう可能性もある。  

○委員【安藤玄一議員】   おっしゃるとおりだと思います。正直言って、我々

の中ではこれは通してもいいのかなという部分が一つありました。（「どちらか

というと」の声あり）はい。委員会でかけていいんじゃないのかという部分が、

そちらのベクトルがあったので、そのまま流しました。正直言って、これはむし

ろ我々も関係する内容でもありました。だけど、あとは各委員会で、過去に２回、

陳情がありましたので、同様の流れで進むのかなという気持ちもありましたし。

という部分で、流したというのが本音。ただ、確かに今野委員がおっしゃるとお

り、丁寧さ、そこまで深く考えていれば、そこまでやったかもしれないという話。  

○委員長【長嶋一樹議員】   暫時休憩します。  

 

午前１０時１８分   休憩  

 

午前１０時２６分   再開  

 

○委員長【長嶋一樹議員】   再開いたします。  

 今会派からいろいろな意見が出ましたけれども、まだ志政会の御意見を聞いて

おりませんので、ちょっと何かあったら。  

○委員【小沼富夫議員】   志政会の意見としては、やはり今日の場面において

見てくれよという判断はなかなか短い時間じゃできない話でありますので、今日

決定しちゃったことによって、後々、また、いろいろな支障が出てくるといけな

いので、ちょっと慎重を期したいなという思いで、今お時間をいただきました。

今いただいた時間の中で、結論は一応出しましたので、それは今野委員に託して

ありますので、今野委員から聞いていただければと思っています。  

 以上です。  

○委員【今野康敏議員】   先ほど提出されたのは８月２２日ということで、も

う少し前からだったら、よく考えたらそんなに、数日前の話というところで、委

員長、副委員長的にも、１回はこの場でということで、さっき副委員長が言われ

たとおりの気持ちも分かります。今、小沼委員からもありましたけれども、正直

言って、これは先例になると思います。今回の判断が。なので、慎重にも慎重を

期して、たかが陳情とは言っても、我々市議会としては大事な陳情を審査するか

しないかの答えを出しますので、今日、ここで多数決等々で採決するのではなく
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て、例えば来週の本会議初日の終了後にもう１回議運を開いて、その場でもう１

回、皆さん各会派で持ち帰っていただき、検討した結果、最終的には、それが多

数決で、今回、委員会に付託するかどうかの判断をする場を来週設けたほうがい

いという提案をさせていただきたいんですが、いかがですか。  

 スケジュール的に、局長、間に合いますか、その案だと。（「はい。スケジュ

ール的には初日の」の声あり）大丈夫ですか。  

○委員長【長嶋一樹議員】   私、思うんだけれども、こういう委員会は、当然、

今までだって回っていたわけですよ。手続上は、今回出したみたいので正しいと

思うんです。それは今までそのとおり。分けて考えなくちゃいけないのは、内容

とその手続の問題で、ですから、我々がやったのは、その手続にのっとって今日

出している。皆さんに総務常任委員会に付託してよろしいかという話で、今して

いるんです。だから、今度、内容を吟味してどうのこうのなんかなってくると、

そうしたら、結構大変なものになってしまうんじゃないかと思うんだけれども、

どうなるんですかね。  

○委員【今野康敏議員】   よろしいですか。一義的にはそれが議運の委員長、

副委員長の仕事です。私も副委員長を２年間やらせていただきましたけれども、

まさにそうだと思います。なので、それを要はそんなに１０本も２０本も同じ本

会議、定例会に陳情が出されるとか、まずなりませんので、議運の委員長、副委

員長になられた以上は、そこは一つの仕事としてしっかりやるべきだと思います。

ここは要はもう今までと変わったわけですから、以前は全部通していたんです、

基本的には。全部上げていた。だから、簡単だったんです。この議運の場でしっ

かり、この委員会でいいですねと付託の状況を、要は見るだけで、確認するだけ

で。でも、これだけ、ある意味では、去年でしたっけ、こうやって規則をしっか

り見直した後なので、慎重にも慎重、さっき言ったとおりなので、期さなきゃい

けないというところだと思います。なので、スケジュール的に間に合うんでした

ら、今日、各委員に持ち帰っていただき、来週の本会議終了後に１回議運を開き、

この件をしっかり皆さんで議論していく。議運の中で議論していく。それが議長

が言われている委員間討議の一つにも値すると思いますので、ぜひこの流れが変

わっているところを理解していただいて、判断していただきたいなと。副委員長

いかがですか。  

○委員【安藤玄一議員】   私の個人的な意見を言わせていただきます。先ほど

途中から見ていただいたとおり、そこに抵触するかどうか、この文章が。そこ１

点です。それについて、時間が必要であれば、私は、ここは１時間でも２時間で

もこの中で議論する。それが議運の委員の責任です。一旦持ち帰るとなったら、

その責任を一旦この場で放棄することになってしまう。だから、私が思うのは、

この場で、それが１時間たっても２時間たっても、５時になっても話がつかない。

だったら、次回やりましょう。  

○委員【今野康敏議員】   今回の陳情文書を見ますと、陳情項目的に最終ペー

ジに３項目挙がっています。ここには日本共産党の「共」の字も入っていないで
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す。これをどう捉えるかなんです。陳情の項目的にはこの３項目なんです。ここ

に重きを、陳情項目はそもそも何ですか。要は、前のページとかに書いているの

は前置きにすぎないです。陳情項目はこの３個と捉えたときに、皆さん、どう捉

えるかという検討も大事だと思います。  

 以上です。  

○委員長【長嶋一樹議員】   どう捉えていますか。  

○委員【今野康敏議員】   まだ今、個人の意見ですけれども、そもそも陳情文

書で大事なのは陳情項目ですと捉えています。  

○委員【川添康大議員】   いや、それを言ってしまうと、要は陳情文書の中身

がぐちゃぐちゃでも陳情項目さえしっかりしていればオーケーという話になって

しまうので、それだと、文章には特定の団体であるとか、個人などがとにかく書

いても、陳情項目さえそこに載ってなければオーケーという話になってしまうの

で、それはあまりに強引かなと思います。  

○委員【今野康敏議員】   今、川添委員が言われたとおりだと思います。ただ

し、前文がぐちゃぐちゃの陳情文書を議会事務局の職員が受け付けるかというと、

普通に考えたらあり得ないです。前文がおかしい、内容がつじつまが合わないよ

うなのが書いてあるものだったら、陳情者に対してしっかりその場で確認して修

正なりさせていると思います。  

○委員【川添康大議員】   だからこそ属人的にならないように、今回、陳情の

そういう取扱いを決めたわけです。そういうふうに人によって解釈が変わるわけ

です。今、今野委員が言ったのと私が言ったのは違うわけです。だから、取扱い

規則にのっとって、取り扱う、取り扱わないというのを、そこは機械的にやれる

部分は決めたわけです。だから、それは人によって、要はさっき副委員長が言っ

た誹謗中傷とか、信用失墜させるじゃないかという、そこの１点のみでどうかと

いう判断なので、陳情項目には書いていないからとか、中身には書いているけれ

ども、そっちには書いていないからオーケーかということではないと思うんです。  

○委員長【長嶋一樹議員】   ほかに御意見ある方。  

○委員【舘大樹議員】  いろいろな論点というか、内容が出てきたかと思うん

ですけれども、ずばり１点が大事で、その１点は何かというと、この文章は誹謗

中傷並びに信用の失墜に当たるかどうかというところだと思っていまして、それ

が当然賛否がある話だからこそ、我々が決めなきゃいけない。我々しか決められ

ないということだから、それぞれの判断に従って、決めるしかないんじゃないか

と思うんですけれども、今日。持ち帰るのは責任を放棄するという話もあるし。  

○委員【小沼富夫議員】   私どもで言っているのは、今まで上がってきた陳情

や今後上がってくるであろう陳情を鑑みたときに、今回の判断が足かせというか、

悪い先例になってはいけないと思っているんです。でありますから、この時間を

いただく間に、昔の陳情なり何なり見たときに、全てそういう今日の判断のよう

にやったときに、何の陳情も取り上げられないなんていう事態になってくる可能

性もあるのかなという、そこを一番危惧しているわけです。今回の川添委員のお
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っしゃっているのはよく分かることでありますけれども、初めての例であります

ので、慎重にそこは考えさせていただきたい。でありますから、ちょっと持ち帰

りを二、三日させていただきたいという思いであります。勉強する時間をちょっ

といただきたいな。この短時間で、先ほど５時でも６時でもという御議論もある

のかもしれないけれども、それだけ議論するだけの、我々も知識を持っていない

ので、今日やれと言われてもなかなか難しいので、ちょっとクールダウンさせて

いただいて、落ち着いた中で、今日の判断をしたいなという思いを持っています。  

 以上でございます。  

○委員長【長嶋一樹議員】   ほかに御意見はございますか。  

 基本的に議会運営委員会というのは、陳情にしたって何にしたって、多分この

場で決める。それだけの権限を持っているはずだと思うんです。当然、立場が違

えば、この陳情書に対しても意見が違ってくるわけですから。皆さんはそれぞれ

の会派の代表としてこの場に臨んでおられるわけですから、議会運営委員会とい

うものの、今まで皆さんが築いてこられた形式が形骸化しちゃうんじゃないかな

という気もするんですけれども。  

○委員【小沼富夫議員】   私、持ち帰ったからといって会派内で決める、そん

なこと一言も言っていないですよ。勉強する時間をいただきたいという思いで言

っているだけであって、持ち帰って、みんなで議論して、みんなの意見がそっち

だから、今回の議論は丸にしよう、バツにしようと、さらさらそんなことは思っ

ていません。勉強する時間をいただきたい。その１点なんです。  

○委員【安藤玄一議員】   よろしいですか。よく分かります。慎重に取り扱い

たいという気持ちはありがたいですし、責任感があることだなと思っています。

ただ、私が思うのは、基本ラインはどうすると。基本ラインはここで決めるんだ

と。その基本を逸脱するのであれば、それなりの理由が必要だ。その理由を、今、

小沼委員が言ったように、それは非常に複雑に考えさせて、それは分かります。

ただ、我々、正副委員長としては、ここで決めるということが、まず我々の責務

であり、そこにどうしてもということであれば、それに乗りますけれども、基本

的にはここで決めていただきたいというのがお願いしたいことでございます。い

かがでしょうか。  

○委員【今野康敏議員】   今、副委員長が言われたことも分かるんですけれど

も、さっき私が言ったことなんです。何かというと、これだけ委員長、副委員長

がこの陳情文書を見たときに、ちょっとグレーだなというようなことを副委員長

はさっき言っていただいたじゃないですか。だとしたら、何度も言いますけれど

も、事前に議運の委員にこういう陳情文書があります。２６日にしっかり議論す

るので、事前に勉強しておいてください。過去の陳情文書なんかと照らし合わせ

て、さっき小沼委員が言われたとおりで、それを事前にやっておいてください。

この２６日の議運でしっかり決めます。委員会に付託するかどうか。そういうア

ナウンスというか、必要だったと思います。今からやれといったってできないの

で、私が言った、さっきの提案なんです。だから、そこをちゃんと見極めてくだ
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さい。今日、何が何でも決めなくてもいいと局長が言われているんです、スケジ

ュール的に。なので、別に来週月曜日に持ち越しても議運を開くんです。我々議

運の責任で決めるんです、委員会付託しないか。時間をくださいと言っているだ

けです。時間を事前にいただけなかったので。今から振り返って何でということ

は言ってないじゃないですか。正直言って。本来ならということを言っただけで

すよ。  

○委員【安藤玄一議員】   重々分かります。グレーだなと思ったというのは主

観です。この内容をよく知っているので、これまでの経緯であるとか、団体、何

を目的としているか。分かっているけれども、それは僕は感情論として出してい

ないですよ。あくまでも陳情書として、この場に皆さんに出して、何も言わずに

どうしますかという流れを、今までの流れのとおりやっています。ここに感情を

入れちゃいけないんです。グレーだなと思ってはいけないんです、我々は。だか

ら、今までのやり方どおり出した。それに対して、感情で返してこられても困る

んです。ですから、基本ラインはここで決めるんです。だけど、その中に誹謗中

傷、過度に責める内容であるのであれば、やめましょうというのは、そこはルー

ルだから。それに沿っているかどうかを皆さん方に聞いているだけであって、こ

れを延ばすか延ばさないかという議論は別なんです。それはあくまでも全く別の

ルールを毎回毎回、その議論をすることになる可能性が出てきちゃう。前回は持

ち越したじゃないかと。こういうことになったら持ち越すという先例をつくらな

いのも我々の仕事なんです。だから、今ここで判断できる人もいれば、できない

人もいるのであれば、判断してください。それがあくまでもルールだから、議会

運営の。  

○委員【今野康敏議員】   これは今、議会側の処理事項なので、執行部の方、

お忙しいので、退席してもらったほうがいいと思いますが、いかがですか。  

○委員長【長嶋一樹議員】   そうですね、では御退席ください。  

○委員【今野康敏議員】   今、副委員長が言われていることはもちろん分かる

んですけれども、私がずっと言っているのは、要は前回規定をしっかり定めたわ

けです。それもある意味ではそういう類いの陳情が初めて出たわけです。なので、

こういう陳情が提出されたときのプロセスというのは慎重にやっぱりしていかな

きゃいけないと思います。であるがゆえに２２日に出た時点で、委員長、副委員

長が見たときに、これは普通の陳情文書と違う、こういう文言が入っているとい

ったとしたら、事前に議運の各委員にこの陳情文書を周知したほうがよかったと

思います。ただし、今からはもう間に合わないので、来週の本会議まで時間がと

れるんだったら、今回だけは事前周知ができなかった分、時間を猶予して、来週

の本会議初日にもう１回決めましょうと。それを提案しているだけです。これが

通常になるわけじゃない。  

○委員【安藤玄一議員】   そこに論理的矛盾を感じるのは、時間があるから延

ばしましょうよという、その部分を私は納得できない。局長が何日までだったら

時間あります。今日じゃなくても時間ありますよと。時間があるから、今日は決
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めない。じゃ、時間がなかったら、今日、決めるんですか。  

○委員【今野康敏議員】   我々が言っているのはそういうことじゃなくて、あ

る意味グレーの陳情文書なので（「グレーだなんて思っていないです」の声あり）

いや、我々思っているんです。そうやって意見が分かれて･･･（「非公開に」の

声あり）  

○委員長【長嶋一樹議員】   非公開に。  

○議会事務局長【佐伯暁美】   今、議会運営委員会中なので申し訳ありません

が、一旦、非公開のものにしたほうが、皆さん、意見が。  

○委員長【長嶋一樹議員】   それではお諮りいたします。  

議事の都合により、これより非公開にしたいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。  

 

（「異議なし」の声あり）  

 

○委員長【長嶋一樹議員】  御異議なしと認めます。よってこれより非公開とい

たします。  
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○委員長【長嶋一樹議員】   ●●●●●●●●●●●よってこれより公開とい

たします。それでは、陳情第１２号につきましては、付託せずに配付のみとする

ことでよろしいでしょうか。  

 

          （「異議なし」の声あり）  

 

○委員長【長嶋一樹議員】   では、そのようにさせていただきます。よろしく

お願いいたします。皆さん、ほかに異議のある方はいらっしゃいませんか。

（「ありません」の声あり）それでは、お諮りをいたします。議案等の委員会付

託については、陳情第１２号以外は、配付した付託表のとおり決定することに御

異議ありませんか。  

 

          （「異議なし」の声あり）  

 

○委員長【長嶋一樹議員】   御異議ありませんので、付託表のとおり決定いた

します。  

 次に、会期の決定についてを議題とし、事務局から内容を説明いたします。局

長。  

○議会事務局長【佐伯暁美】   会期の決定については、過日原案をお示しし、

御了解をいただいておりますので、その内容に基づいて日程案を作成し、お配り

してあります。会期は９月１日から１０月３日までの３３日間でございます。  

・９月  １日 本会議 提案説明  



23 

・９月  ３日 総括質疑・一般質問通告期限正午  

・９月  ５日 本会議 議案審議  

・９月１０日 委員会 付託審査  

      （総務常任委員会 午前９時３０分）  

      （産業建設常任委員会 午後１時３０分）  

・９月１１日 委員会 付託審査  

      （教育福祉常任委員会 午前９時３０分）  

・９月１６日 本会議 総括質疑  

・９月１９日 委員会 決算審査  

      （総務常任委員会 午前９時３０分）  

・９月２２日 委員会 決算審査  

      （産業建設常任委員会 午前９時３０分）  

・９月２４日 委員会 決算審査  

      （教育福祉常任委員会 午前９時３０分）  

・９月２９日 本会議 一般質問  

・９月３０日 本会議 一般質問  

・１０月１日 本会議 一般質問  

・１０月３日 本会議 最終日  

 以上でございます。  

○委員長【長嶋一樹議員】   それでは、お諮りいたします。会期の決定につい

ては、配付した内容のとおり決定することに御異議ありませんか。  

 

          （「異議なし」の声あり）  

 

○委員長【長嶋一樹議員】   御異議ありませんので、配付した内容で９月１日

の本会議において議長からお諮りいたします。  

 そのほかに何か御発言があればお伺いします。（「ありません」の声あり）そ

れでは、以上をもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。  

 

午前１１時６分  閉会  

 

 上記会議録は事実と相違ないので署名する。  

 

  令和７年８月２６日  

 

                       議会運営委員会  

                       委員長  長  嶋  一  樹   


